
令和５年度第１回文京区地域福祉推進協議会障害者部会次第 

  

令和５年５月２２日（月）午後２時から午後４時まで 

ZOOM 開催（事務局：文京シビックセンター３階障害者会館会議室Ｂ） 

  

 １ 開会 

 

 ２ 議題 

 ⑴  新たな地域福祉保健計画の策定について 

   【資料第 1-1号、1-2号】 

 ⑵ 新たな障害者・児計画の策定について 

   【資料第 2-1～2-3号】 

 ⑶ 文京区の障害者・障害児の現状について 

   【資料第 3号】  

 

３ その他 
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【資料第１-１号】 

 

新たな地域福祉保健計画の策定について 
 
 

１ 目的 

  「文京区基本構想」に掲げる将来都市像の実現に向けて、地域福祉保健を取り巻く現状や多様化す

る区民のニーズを踏まえ、今後の福祉保健施策の方向性を明らかにし、総合的かつ効果的に推進する

ことを目的として策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

  本計画は、区の福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画であり、各法律に規定された次

に掲げる行政計画を包含するものとする。 

法律に基づく計画名 根拠法令 本計画における計画名 

地域福祉計画 社会福祉法第 107条 

地域福祉保健の推進計画 

成年後見制度の利用の促進に

関する施策についての基本的

な計画 

成年後見制度の利用の促進に関する

法律第 14条第１項 

重層的支援体制整備事業実施

計画（※１） 
社会福祉法第 106条の５第１項 

次世代育成支援行動計画 
次世代育成支援対策推進法第８条第

１項 

子育て支援計画 子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援法第 61条第１項 

子どもの貧困対策計画（※２） 
子どもの貧困対策推進法第９条第２

項 

老人福祉計画 老人福祉法第 20条の８ 
高齢者・介護保険事業計画 

介護保険事業計画 介護保険法第 117条 

障害者計画 障害者基本法第 11条第３項 

障害者・児計画 障害福祉計画 
障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第 88条 

障害児福祉計画 児童福祉法第 33条の 20第１項 

健康増進計画 健康増進法第８条第２項 
保健医療計画 

食育推進計画 食育基本法第 18条 

 ※１ 社会福祉法第 106 条の４に基づく重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、同法

第 106 条の５に基づき策定する計画。文京区での当該事業の実施に向け、本年度に策定する（当該

事業については、【資料１-２号】参照）。 

 ※２ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条第２項に規定する計画。４年度に子育て支援計画（追補

版）として策定した。 
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３ 計画の構成 

  計画全般に係る目的、基本理念、基本目標等を取りまとめた総論と、５つの分野別計画で構成する。 

  なお、「地域福祉保健の推進計画」は、地域福祉保健全般にかかわる施策等を取りまとめた計画とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

  令和６年度から令和８年度までの３か年とする。 

  ただし、分野別計画のうち、「子育て支援計画」については、令和２年度から令和６年度までの５か年、

「保健医療計画」については、令和６年度から令和 11 年度までの６か年とする。 
 

3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

計画全般に係る目的、基本理念、基本目標 等 

 

高
齢
者
・
介
護
保
険
事
業
計
画 

地域福祉保健計画 

 

 

子

育

て

支

援

計

画 

 

地
域
福
祉
保
健
の
推
進
計
画 

 

保

健

医

療

計

画 

 

障

害

者

・

児

計

画 

保健医療計画 

子育て支援計画 

高齢者・介護保険事業計画 

障害者・児計画 

地域福祉保健の推進計画 

地域福祉保健計画 

「文の京」総合戦略 

整 

合 
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５ 検討体制 

  本計画の検討は、地域福祉推進協議会（以下「協議会」という。）において行い、地域福祉推進本部

（以下「推進本部」という。）に報告する。また、推進本部の下に置く幹事会において、必要な検討、

調整を行う。 

  なお、分野別計画策定の具体的な検討を行うため、協議会の下に４つの分野別検討部会（以下「部

会」という。）を設置する。地域福祉保健の推進計画については、部会を設置せず、協議会において検

討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 基本理念及び基本目標の方向性 

国の動向を注視しつつ、高齢者・障害者・子どもなど、だれもが住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けることができるよう、文京区における地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、現行計画

（別紙のとおり）を継続する。 

 

７ 策定スケジュール（予定） 

令和５年４月 検討開始 

６月 令和５年６月議会報告（新たな地域福祉保健計画の策定について） 

※ 令和４年度実績報告については、８月開催予定の地域福祉推進協議会に 

おける議論終了後に、議会へ資料送付を予定。 

９月 令和５年９月議会報告（検討状況の報告） 

11月 令和５年 11月議会報告（中間のまとめの報告） 

12月 パブリックコメント 

令和６年２月 令和６年２月議会報告（最終案の報告） 

３月 計画策定 

 

地域福祉推進本部 

計画策定の審議・決定を行う。 

地域福祉推進本部幹事会 

計画策定の検討、総合調整を行う。 

地域福祉推進協議会 

計画策定の総合的な検討を行う。 

子

ど

も

部

会 

（
子
育
て
支
援
計
画
） 

高
齢
者
・
介
護
保
険
部
会 

（
高
齢
者
・
介
護
保
険
事
業
計
画
） 

障

害

者

部

会 

（
障
害
者
・
児
計
画
） 

報告 

保

健

部

会 

（

保

健

医

療

計

画

） 

分野別計画策定の検討を行う。 

検討依頼 

報告 

事務局 

子育て支援課 

事務局 

高齢福祉課 

事務局 

障害福祉課 

事務局 

生活衛生課 

調整 
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別 紙 

 

基 本 理 念 

○ 人間性の尊重 

だれもが、個人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が尊重される地域社会を目指します。 

 

○ 自立の支援 

だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を営み、自己実現できるよう支援しま

す。 

 

○ 支え合い認め合う地域社会の実現 

ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンの理念に基づき、だれもが、主体的に社会参加でき、

相互に人格と個性を尊重し、支え合い、ダイバーシティを推進する地域社会の実現を目指します。 

 

○ 健康の保持・増進 

だれもが、健康で安全な生活を享受でき、生涯を通じて健康を保持・増進することができる地域社会を目

指します。 

 

○ 協働による地域共生社会の実現 

だれもが、地域の課題を把握し、解決するための活動に、当事者意識をもって、主体的に参画・協働し、

分野を超えてつながる地域づくりを推進します。 

 

○ 男女平等参画の推進 

一人ひとりが互いの人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別に関わりなく、その個性と能力を

十分に発揮していきいきと暮らせる地域社会を目指します。 

 

 

基 本 目 標 

 

○ だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営める地域社会を目指します。 

 

○ だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な福祉保健サービスを自らの選択により利用で

き、互いに支え合う地域社会を目指します。 

 

〇 だれもが、地域、暮らし、生きがいをともに創り、互いに高め合い、役割を持つことができる地域社会を

目指します。 

 



令和５年度　地域福祉保健計画検討スケジュール（案）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①中旬 ②中旬 ③中旬

・現計画の実績報告

・実態調査項目検討

・実態調査項目検討 ・実態調査結果報告

①5/23 ②中旬 ③上旬 ④下旬 ⑤下旬

・新計画の策定 ・現計画の実績報告

・高齢者等の現状

・主要項目と方向性検討

・計画体系検討

・計画事業検討

・中間のまとめ（たた

き台）の検討

・中間のまとめの検討 ・パブコメの結果

・新計画（案）の検討

①5/22 ②7/10 ③8/24 ④上旬 ⑤中旬

・新計画の策定

・障害者（児）の現状

・現計画の実績報告

・主要項目と方向性検討

・計画体系検討

・計画事業検討

・中間のまとめ（たた

き台）の検討

・中間のまとめの検討 ・パブコメの結果

・新計画（案）の検討

①5/23 ②下旬 ③上旬 ④中旬

・新計画の策定

・保健医療の現状と課

題

・主要項目等の検討

・現計画の実績報告

・主要項目等の検討

・ 計画体系の検討

・ 計画事業の検討

・中間のまとめの検討 ・パブコメの結果

・新計画（案）の検討

①5/10 ②上旬 ③上旬 ④中旬 ⑤下旬

・新計画の策定

①目的

②位置づけ、構成

③計画期間、体制

④理念、目標　等

・実態調査の概要

・現計画の実績報告

・主要項目等の検討

・新計画の検討状況

①理念、目標

②主要項目、方向性

③計画体系

④計画事業の概要

・実態調査の調査項目

・中間のまとめの検討 ・パブコメ、区民説明

会の結果

・新計画（案）の検討

・実態調査結果報告

①5/24 ②中旬 ③中旬 ④下旬 ⑤下旬

・新計画の策定

①目的

②位置づけ、構成

③計画期間、体制

④理念、目標　等

・実態調査の概要

・現計画の実績報告

・主要項目等の検討

・新計画の検討状況

①理念、目標

②主要項目、方向性

③計画体系

④計画事業の概要

・実態調査の調査項目

・中間のまとめの検討 ・パブコメ、区民説明

会の結果

・新計画（案）の検討

・実態調査結果報告

①5/31 ②下旬 ③下旬 ④上旬 ⑤上旬

・新計画の策定

①目的

②位置づけ、構成

③計画期間、体制

④理念、目標　等

・実態調査の概要

・現計画の実績報告

・主要項目等の検討

・新計画の検討状況

①理念、目標

②主要項目、方向性

③計画体系

④計画事業の概要

・実態調査の調査項目

・中間のまとめの検討 ・パブコメ、区民説明

会の結果

・新計画（案）の検討

・実態調査結果報告

6月議会 9月議会 11月議会 2月議会

・新計画の策定

①目的

②位置づけ、構成

③計画期間、体制

④理念、目標　等

・実態調査の概要

・新計画の検討状況

①理念、目標

②主要項目、方向性

③計画体系

④計画事業の概要

・実態調査の調査項目

・中間のまとめの検討 ・パブコメ、区民説明

会の結果

・新計画（案）の検討

・実態調査結果報告

推進本部

（5回開催）

議会

計画策定スケジュール

地推協

（5回開催）

検

討

部

会

保健部会

（4回開催）

幹事会

（5回開催）

高齢者・介護保険

部会

（5回開催）

障害者部会

（5回開催）

子ども部会

（3回開催）

検討部会 幹事会 推進本部・庁議 地推協 議会報告（厚生委員会）【会議の流れ】

パブリックコメント

区民説明会

（12月に2回予定）

区報特集号12月頃

パブコメ意見等

を計画へ反映
印刷・製本

「中間のまとめ」の作成

主要項目と方向性、計画体系、計画事業の概要

基本理念・基本目標

資料第１－２号



 

 

 

 【資料第２-1号】 

計画の位置付け 

 

１ 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の関係について 

 

◆障害者計画とは 

⇒障害者基本法に基づき、障害者施策の基本的な方向性を定めるものです。 

【障害者基本法第 11条】 

市町村は、国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町

村における障害者の状態等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基

本的な計画を策定しなければならない。 

 

◆障害福祉計画とは 

⇒障害者計画で示した基本的な方向性を具体化するための施策や事業。 

障害者総合支援法に基づき、各種サービスの需要見込みや達成目標を定めるものです。 

【障害者総合支援法第 88条】 

市町村は、基本指針*に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づ

く業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 

 

   ◆障害児福祉計画とは 

⇒児童福祉法に基づき、各種サービスの需要見込みや達成目標を定めるものです。 

【児童福祉法第 33条の 20】 

 市町村は、基本指針*に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その  

 他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 

 

*基本指針は、障害福祉サービス、障害児通所支援等の提供体制及び自立支援給付、障害児通

所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、国が作成するもの。障害福祉計画及び

障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。 

 

２ 文京区障害者・児計画について 

「文京区障害者・児計画」は、「文の京」総合戦略」に基づき、その基本理念、将来像等を踏

まえて策定するものです。文京区の福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画である

「文京区地域福祉保健計画」の分野別計画の一つです。 

文京区では、障害者基本法に基づく障害者計画、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画及

び児童福祉法に基づく障害児福祉計画を一体的な計画として策定しています。 



【資料第 2-2号】 

1 

 

現在の文京区障害者・児計画（令和３年度～令和５年度）について 

 

１ 構成 

地域福祉保健計画の各分野別計画に共通する構成 

第１章 計画の策定の考え方 

１ 計画の目的 
２ 計画の性格・位置づけ 
３ 計画の期間 
４ 計画の推進に向けて 

第２章 地域福祉保健計画の基本理念・基本目標 

１ 基本理念 
２ 基本目標 

 

障害者・児計画に固有の構成 

第３章 障害者・障害児を取り巻く現状 

１ 障害者・障害児の人数 
２ 地域生活の現状と課題 

第４章 主要項目及びその方向性 

第５章 計画の体系 

第６章 計画事業 

１ 自立に向けた地域生活支援の充実 
２ 相談支援の充実と権利擁護の推進 
３ 安心して働き続けられる就労支援 
４ 子どもの育ちと家庭の安心への支援 
５ ひとにやさしいまちづくりの推進 

第７章 障害福祉計画等における成果目標について 

 １ 第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画における成果目標 
 ２ 活動指標（障害福祉サービス等）の見込み量 
  ３ 障害福祉サービス等の見込み量確保のための方策 
 ４ 障害福祉計画等の進行管理 

  



【資料第 2-2号】 
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２ 主要項目・計画の体系 
 

主要項目 小項目 

１ 自立に向けた地域生

活支援の充実 

１ 個に応じた日常生活への支援 

２ 事業者への支援・指導 

３ 生活の場の確保 

４ 地域生活への移行及び地域定着支援 

５ 生活訓練の機会の確保 

６ 保健・医療サービスの充実 

７ 経済的支援 

２ 相談支援の充実と権

利擁護の推進 

１ 相談支援体制の整備と充実 

２ 権利擁護・成年後見制等の充実 

３ 障害者が安心して働

き続けられる就労支

援 

１ 就労支援体制の確立 

２ 職場定着支援の推進 

３ 福祉施設等での就労支援 

４ 就労機会の拡大 

４ 子どもの育ちと家庭

の安心への支援 

１ 障害のある子どもの健やかな成長 

２ 相談支援の充実と関係機関の連携の強化 

３ 乳幼児期・就学前の支援 

４ 学齢期の支援 

５ 障害の有無に関わらず、地域で過ごし育つ環境づくり 

５ ひとにやさしいまち

づくりの推進 

１ まちのバリアフリーの推進 

２ 心のバリアフリーの推進 

３ 情報のバリアフリーの推進 

４ 防災・安全対策の充実 

５ 地域との交流及び文化活動・スポーツ等への参加支援 

６ 地域福祉の担い手への支援 
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第１章 計画の策定の考え方 

１ 計画の目的 

○我が国が平成 26年 1 月に批准した「障害者の権利に関する条約（Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities）（以下「障害者権利条約」という。）」では、障害

者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目

的として、障害者の権利の実現について定めています。 

○障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法第 1 条では、すべての国民が、障

害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策について、基本

となる事項を定めること等により、総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 

○これらを受け、ノーマライゼーション1やソーシャルインクルージョン2の理念のもと、本

区においても、障害の特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図るとともに、障害のあ

る人もない人も地域でともに暮らし、ともに活動できる社会の実現に向けた取組をより一

層進めていくことが重要です。 

○障害者権利条約、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解

消法」という。）及び東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例（以下

「東京都障害者差別解消条例」という。）で掲げられている障害者に対する合理的配慮3に

ついては、国及び都の基本方針に沿って、区において周知・啓発等具体的な取組を進めて

いくこととしています。 

〇また、「児童の権利に関する条約（Convention on the Rights of the Child）（以下「子

どもの権利条約」という。）」の理念に則って児童福祉法が改正され、児童が適切な養育を

受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有すること等が明確化されました。

なお、平成 30 年 4 月から障害児福祉計画の策定が義務付けられたことに伴い、障害者の

みならず障害児についても、障害の特性や多様なニーズに対応できる専門的・有機的な相

談支援体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援、一人ひと

りの状態に応じた適切なサービス等を提供し、その人らしい生活を送るための支援、制度

の縦割りを超えた柔軟な支援等が求められています。 

○こうした状況に着実に対応していくとともに、本区の基本構想を貫く理念である「だれも

がいきいきと暮らせるまち」を実現するために、本区は、令和６年度から令和８年度まで

の 3 年間における障害者・障害児施策の考え方と取組を一体的に示した「文京区障害者・

児計画」を策定します。この計画に基づき、障害者権利条約及び子どもの権利条約の考え

方を一層浸透させるとともに、障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し、支

え合いながらともに生きる地域社会の実現を目指していきます。 

                                                   

1ノーマライゼーション(normalization)  障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、だれもが地域で普通（ノーマル）

の生活を送ることを当然とし、ともに支え合って普通の生活ができる社会を創造すること、また、その考え方。 

2ソーシャルインクルージョン(social inclusion) すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生

活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。 

 
3合理的配慮 障害のある人もない人も、互いに生き方や生きがいを尊重し、支え合い、ともに暮らしていくため

に必要な配慮。例えば、障害者が継続して仕事ができるよう人的な支援や職場環境の改善を雇用者が行うことや、

障害者が円滑に移動できるように支援すること（過度の負担とならない範囲）が該当する。 
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第３章 障害者・障害児を取り巻く現状（案） 

１ 障害者・障害児の人数 

（１）身体障害者手帳所持者数の推移 

 

（人） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

視覚障害 360 365 380 381 385 

聴覚平衡機能 299 294 296 314 315 

音声・言語機能 72 70 53 62 60 

肢体不自由 2,150 2,085 2,046 1,967 1,906 

内部障害 1,651 1,663 1,680 1,644 1,665 

合  計 4.532 4,477 4,455 4,368 4,331 

（各年度末現在） 

  

4,532 4,477 4,455 4,368 4,331 
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人
）

内部障害 肢体不自由 音声・言語障害 聴覚平衡機能 視覚障害



 

2 

令和４年度等級別身体障害者数 

 

（人） 

  1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 小計 

視覚障害 87 161 26 27 69 15 0 385 

聴覚平衡機能 0 86 35 101 1 92 0 315 

音声・言語機能 0 0 39 21 0 0 0 60 

肢体不自由 169 442 493 570 152 59 21 1,906 

内部障害 1,034 43 203 385 0 0 0 1,665 

合  計 1,290 732 796 1,104 222 166 21 4,331 

（令和４年度末現在） 
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（２）愛の手帳所持者数の推移 

 

（人） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 度（最重度） 24 24 26 25 25 

2 度（重 度） 246 261 266 281 283 

3 度（中 度） 237 243 252 256 266 

4 度（軽 度） 403 417 432 442 445 

合  計 910 945 976 1,004 1,019 

（各年度末現在） 

 

  

910 
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人
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４度（軽度） 3度（中度） ２度（重度） １度（最重度）



 

4 

（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

（人） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 級（重度） 66 75 80 88 86 

2 級（中度） 709 771 813 892 940 

3 級（軽度） 754 801 839 910 1,007 

合  計 1,529 1,647 1,732 1,890 2,033 

（各年度末現在） 
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（４）難病医療券所持者数の推移 

 

（各年度末現在） 
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6 

（５）障害児の手帳所持者数 

○障害児の手帳所持者数の推移 

 

（人） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

身体障害児 111 111 113 114 113 

知的障害児 250 268 282 305 313 

精神障害児 45 47 55 67 63 

合  計 406 426 450 486 489 

（各年度末現在） 
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○障害児の年齢別手帳所持者数 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和４年度末現在） 

 

  

身体障害児 合計：１１３人

（人）

知的障害児 合計：３１３人

（人）

精神障害児 合計：６３人

（人）



 

8 

２ 地域生活の現状と課題 

（１）区内障害者・児 施設一覧 

 

 

 

 

 

 

（第３回障害者部会で提示予定） 
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（２）障害福祉サービス等の利用状況と日常生活への支援につ

いて 

○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの延利用者数 

 

（人） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

相談支援 1,335 1,532 1,793 1,949 2,134 

居住系サービス 2,850 3,035 3,143 3,206 3,230 

日中活動系サービス 7,988 8,437 8,207 8,745 8,885 

訪問系サービス 3,828 4,171 3,919 4,045 4,523 

合  計 16,001 17,175 17,062 17,945 18,772 

（各年度末現在） 
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10 

○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの給付額 

 

（万円） 

 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

相談支援 2,089 2,293 2,682 2,987 3,284 

居住系サービス 44,391 48,223 50,777 53,125 55,051 

日中活動系サービス 125,941 129,477 134,131 144,200 145,645 

訪問系サービス 31,927 37,110 38,876 39,872 46,355 

合  計 204,348 217,102 226,466 240,185 250,335 

（各年度末現在） 
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○日常生活で必要な介助・支援（在宅の方）（実態・意向調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

障害別 
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○今後希望する生活（施設入所の方）（実態・意向調査より） 

 

地域別・入所年数別

 



 

14 

○地域で安心して暮らすために必要な施策（在宅の方）（実態・意向調査より） 
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障害別 

 

 

 

 

 

 



 

16 

（３）相談支援と権利擁護について 

○困ったときの相談相手（在宅の方）（実態・意向調査より） 
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障害別 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

○成年後見制度の相談件数及び法人後見受任件数の推移 

 

（各年度末現在） 

○障害者虐待防止センター相談件数の推移 

 

 

（各年度末現在）  
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（４）障害者の就労について 

○仕事で困っていること（在宅の方）（実態・意向調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

障害別 
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○就労のために希望する支援（在宅の方）（実態・意向調査より） 

 

障害別 

 

  



 

22 

（５）子どもの育ち及び家庭への支援について 

○児童福祉法に基づく障害児通所サービス等の延利用者数 

 

（人） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

障害児 

相談支援 
616 636 667 721 527 

障害児 

通所サービス 
8,635 9,071 8,738 10,544 12,161 

合  計 9,251 9,707 9,405 11,265 12,688 

（各年度末現在） 
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○児童福祉法に基づく障害児通所サービス等の給付額 

 

（万円） 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

障害児 

相談支援 
1,097 1,109 1,151 1,325 989 

障害児 

通所サービス 
41,263 43,275 45,860 57,640 64,122 

合  計 42,359 44,384 47,011 58,965 65,111 

（各年度末現在） 
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24 

○日常生活で困っていること（18 歳未満の方）（実態・意向調査より） 
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障害別 

 

 

 

  



 

26 

○地域で安心して暮らすために必要な施策（18 歳未満の方） 

（実態・意向調査より） 
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障害別 

 

 

 

  



 

28 

（６）バリアフリー（ソフト・ハード）の推進について 

○外出時の困りごと（在宅の方）（実態・意向調査より） 
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障害別 

 

 

  



 

30 

○外出時の困りごと（18歳未満の方）（実態・意向調査より） 
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障害別 

 

  



 

32 

○合理的配慮に必要なこと（在宅の方）（実態・意向調査より） 

 

障害別 
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○合理的配慮に必要なこと（18歳未満の方）（実態・意向調査より） 

 

障害別 

 

 

  



 

34 

（７）防災・災害対策について 

○災害発生時の困りごと（在宅の方）（実態・意向調査より） 

 

障害別 
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○災害発生時の困りごと（18 歳未満の方）（実態・意向調査より） 

 

障害別 

 

 



 

36 

○災害に対する備え（在宅の方）（実態・意向調査より） 

 
障害別 
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○災害に対する備え（18歳未満の方）（実態・意向調査より） 

 

障害別 

 

 



 

 

【参考資料】 

令和５年度障害者部会スケジュール（予定） 

 

第 1回（令和５年５月２２日） 

〇新たな地域福祉保健計画の策定について 

〇新たな障害者・児計画の策定について 

〇文京区の障害者・障害児の現状 

 

第２回（令和５年７月１０日） 

〇現計画の実績報告 

〇主要項目と方向性の検討 

〇計画体系検討 

〇計画事業検討 

 

第３回（令５年８月２４日） 

〇「中間のまとめ（たたき台）」の検討 

 

第４回（令和５年１０月上旬） 

〇「中間のまとめ」の検討 

 

第５回（令和６年１月中旬） 

〇「中間のまとめ」の区民意見等について 

〇新計画（案）の検討 



役職 氏名 団体名等 備考

1 部会長 髙山　直樹 東洋大学福祉社会デザイン学部教授 文京区地域福祉推進協議会

2 部会員 三羽  敏夫 文京区歯科医師会 〃

3 〃 柴﨑　清恵 文京区民生委員・児童委員協議会 〃

4 〃 山口 恵子 文京区知的障害者（児）の明日を創る会 〃

5 〃 平井　芙美 社会福祉法人復生あせび会　 〃

6 〃 武長　信亮 区民（公募） 〃

7 〃 篠木　一拓 区民（公募） 〃

8 〃 川上　智子 区民（公募） 〃

9 〃 住友　孝子 文京区肢体不自由児・者父母の会 関　係　者　等

10 〃 大井手 昭次郎 文京区知的障害者（児）の明日を創る会 〃

11 〃 浅水　美代子 文京区家族会 〃

12 〃 松下　功一 社会福祉法人  文京槐の会 〃

13 〃 渡部　睦 社会福祉法人　武蔵野会 〃

14 〃 瀬川　聖美 社会福祉法人　本郷の森 〃

15 〃 向井　崇 公益財団法人　東京カリタスの家 〃

16 〃 藤枝　洋介 文京区障害者就労支援センター 〃

17 〃 竹石　福代 文京区特別支援学級連絡協議会 〃

18 奥田　光広 幼児保育課長 関係各課

19 小島　絵里 予防対策課長 〃

20 赤津　一也 教育指導課長 〃

21 木口　正和 教育センタ―所長 〃

22 橋本　淳一 障害福祉課長 〃

令和５年度文京区地域福祉推進協議会
障害者部会名簿


